
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

プール用ろ過機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、幼稚園・保育園等の小形プール（５～２０㎥）用のろ過機である。 

循環ポンプを用いてプールの水を吸込み、水中に含まれているゴミを取り除き、

水をプールに戻す。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ゴミ取り機能：髪の毛及び大きなゴミを取るヘアキャッチャー、小さなゴミを

取る糸巻きフィルター（差込式カートリッジフィルター）で構

成される。 

 外 観 寸 法 等：高さ６２０×幅５００×長さ７７０㎜、重量45kg、キャスター

付 

 定    格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、４００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

幼稚園、保育園等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の電気吸じん機」

として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、プールの水を循環ポンプにて強制循環させる工程において、水中のゴ

ミを除去するものであることから、「その他の電気吸じん機」として取り扱うこと

が妥当と判断する。 

 

 


